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こ
の
度
、
新
中
核
病
院
お
よ
び

桜
川
市
立
病
院
整
備
に
あ
た
り
、

『
筑
西
・
桜
川
地
域
公
立
病
院
等

再
編
整
備
推
進
協
議
会
』（
推
進

協
議
会
）
が
設
立
さ
れ
、
３
月
27

日
に
第
１
回
目
の
推
進
協
議
会
が

茨
城
県
筑
西
合
同
庁
舎
を
会
場
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

■
推
進
協
議
会
で
の
協
議
事
項

　

公
立
病
院
等
再
編
整
備
基
本
構

想
お
よ
び
公
立
病
院
等
再
編
整
備

基
本
構
想
の
策
定
お
よ
び
そ
の
審

議
に
関
す
る
こ
と
。

■
推
進
協
議
会
の
構
成
員
／
18
名

関
連
大
学
関
係
者
、学
識
経
験
者
、

医
師
会
代
表
、
筑
西
市
民
病
院
院

長
、
県
西
総
合
病
院
院
長
、
近
隣

民
間
病
院
院
長
、
筑
西
市
議
会
代

表
、
桜
川
市
議
会
代
表
、
茨
城
県

職
員
、
筑
西
市
長
、
桜
川
市
長

■
第
１
回
推
進
協
議
会
の
会
議
内
容

・�

会
長
お
よ
び
副
会
長
の
選
任

・
両
病
院
の
整
備
工
程

・�

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏
の
現

状
分
析

・�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
な
ど
か
ら
見

る
受
療
動
向
お
よ
び
医
療
需
要

の
推
計

・�
望
ま
れ
る
医
療
機
能
な
ど
に
つ

い
て
の
意
見
交
換

　

第
1
回
目
の
推
進
協
議
会
は
、

右
記
の
と
お
り
、
地
域
医
療
の
現

状
分
析
や
受
療
動
向
の
把
握
を

行
っ
た
う
え
で
、
医
療
の
専
門
家

で
あ
る
大
学
病
院
の
方
々
や
実
際

の
地
域
医
療
に
携
わ
る
関
係
病

院
、
両
市
の
関
係
者
の
意
見
交
換

と
な
り
ま
し
た
。

　

次
回
の
推
進
協
議
会
か
ら
は
、

こ
れ
ら
現
状
分
析
や
将
来
予
測
を

基
に
、
筑
西
市
・
桜
川
市
地
域
に

お
け
る
新
中
核
病
院
お
よ
び
桜
川

市
立
病
院
の
目
指
す
姿
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、
両
病
院
の
役
割
や

機
能
分
担
を
盛
り
込
ん
だ
、
基
本

構
想
お
よ
び
基
本
計
画
の
策
定
作

業
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
随

時
、
本
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
て

い
き
ま
す
。

　

効
率
的
な
行
政
運
営
の
た
め
組

織
機
構
変
更
を
行
い
、
４
月
１
日

　

高
峯
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
見
学
車
両

の
交
通
渋
滞
に
よ
る
事
故
、
ト
ラ

ブ
ル
等
防
止
の
た
め
、
平
沢
林
道

を
４
月
中
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
る

期
間
に
通
行
止
め
と
し
ま
す
。

■
通
行
止
め
期
間
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

■
問
合
先
／
商
工
観
光
課
（
☎

０
２
９
６-

55-

１
１
５
９
直

通
、
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

（
水
）か
ら
、３
課
１
室
を
新
設
・
再

編
し
、
１
課
を
廃
止
し
て
そ
の
業

務
を
既
存
の
課
へ
移
管
し
ま
す
。

■
問
合
先
／
職
員
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

市
役
所
の

�

組
織
機
構
変
更

平
沢
林
道

�

通
行
止
め

３
月
27
日
、
第
１
回
筑
西
・
桜
川
地
域
公
立

病
院
等
再
編
整
備
推
進
協
議
会
が
開
催
さ

れ
、
新
中
核
病
院
お
よ
び
桜
川
市
立
病
院
整

備
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

看板設置箇所

看板設置箇所

全面交通止め区間

桜川市

茂木町

平沢

※但し、緊急事態における警察車両、
消防車両及び工事車両は進入でき
ることとする。

286

通行止め区間 課の新設・再編

課の廃止・業務所管移行

業務所管移行

移管先の部・課名
建設部

 都市整備課
教育委員会

 生涯学習課

業務
伝統的建造物の保
存に関すること
文化財、史・資料
などに関すること

廃止課

教育委員会

 文化財課

主な業務内容

産業立地とまち・ひと・
しごと創生に関すること

高齢者の福祉に関する
こと

介護保険・認定に関す
ること

学校の教育課程と学習
指導に関すること

新部・課名

市長直轄組織

 総合戦略室

保健福祉部

 高齢福祉課

保健福祉部

 介護保険課

教育委員会

 教育指導課

旧部・課名

市長公室

 産業立地推進課

保健福祉部

 介護長寿課

教育委員会

 教育指導室

■
問
合
先
／
企
画
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

地
域
医
療�

情
報

第
１
回
筑
西
・
桜
川
地
域

公
立
病
院
等
再
編
整
備
推

進
協
議
会�

開
催


